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改正借地借家法の概要 
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One Asia Lawyers 東京事務所 

弁護士 松宮浩典 

 

2021 年 5 月 12 日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

が成立し、同月 19 日に公布されました。この法律では、行政や民間の各種手続における押

印・書面に係る制度の見直しのため、48 の法律が一括改正されました。その中には、借地

借家法の一部改正1（以下「本改正法」といいます）が含まれており、借地借家法上の一般

定期借地権の設定や定期建物賃貸借の契約手続等の電子化などが行われました。この借地

借家法の改正に伴い、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則が制定され、本改正は

2022 年 5 月 18 日から施行されました。 

本ニューズレターでは、上記法律によって改正された借地借家法、借地借家法施行令2及

び借地借家法施行規則3（以下「施行令」及び「施行規則」といいます）に関して解説いた

します。 

 

１ 概要 

 

本改正法における改正4は、次のとおりになります。 

 

① 一般定期借地権の特約が電磁的記録でも可能 

② 定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付等が電磁的方法等でも可能 

 

２ 改正点の具体的内容 

 

(1) 一般定期借地権の特約が電磁的記録でも可能（本改正法第 22 条 2 項） 

 

一般の定期借地権（存続期間が 50 年以上の借地権）については、特約で法定更新や

建物買取請求権等の制度の適用を排除することが可能ですが、その特約は公正証書等

の書面による必要がありました（改正前第 22 条）。 

 

1 デジタル庁「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和 3 年

法律第 37 号）」新旧対照表、99 頁以下 

2 法務省「借地借家法施行令（政令第 187 号）」条文 

3 法務省「借地借家法施行規則（法務省令第 29 号）」条文 

4 法務省「改正の概要」 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d12bde7e-a950-493b-987c-0f8d4bbd1b6b/20210901_laws_r3_37_comparative_tabale.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d12bde7e-a950-493b-987c-0f8d4bbd1b6b/20210901_laws_r3_37_comparative_tabale.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001372490.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001372509.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001372507.pdf
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本改正では、この特約について、電磁的記録による特約も書面による特約と同様の

扱いとされることになりました（本改正法第 22 条 2 項）。これによって電子契約シス

テム等を利用したオンラインでの契約においても、一般定期借地権の特約を合意する

ことが可能になりました。 

 

第 22 条 2 項（定期借地権） 

前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。第 38 条第 2 項及び第 39 条第 3 項におい

て同じ。）によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、 

前項後段の規定を適用する。 

 

 

(2) 定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付等が電磁的方法等でも可能（本改正法第 38

条） 

 

定期建物賃貸借（期限の定めがある建物の賃貸借）については、特約で法定更新の

適用排除することが可能ですが、そのためには、公正証書等の書面による契約が必要

であり、また、賃貸人は、賃借人に対して、事前に、契約の更新がなく、期間の満了

により賃貸借が終了することについて、書面を交付して説明する必要がありました（改

正前第 38 条 1 項及び 2 項）。 

本改正では、この特約について、電磁的記録による特約も書面による特約と同様の

扱いとされることになり（本改正法第 38 条 2 項）、また、賃借人の承諾を得た場合に

は、説明の際の書面の交付に代えて電磁的方法により提供を行うことが可能になりま

した（本改正法第 38 条 4 項）。これによって、法定更新の適用のない定期建物賃貸借

の契約について、事前説明書面の交付・説明から契約の締結まで、電子契約システム

等を利用したオンラインでの対応が可能になりました。 

 

第 38 条 4 項（定期建物賃貸借） 

建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、

建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定め

るものをいう。）により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人  

は、当該書面を交付したものとみなす。 

 

電磁的方法の具体的な内容は、施行規則第 1 条 1 項に定められており、以下の①～

③の方法であって、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
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ことができるものとされています。 

 

① 電子メール等を送信する方法 

② アップロードしたファイルをダウンロードさせる方法 

③ 情報を記録した媒体（USB メモリ、DVD、CD-ROM 等） 

 

なお、事業用定期借地契約（第 23 条 3 項）については、引き続き公正証書による

必要がある点については、留意が必要です。 

 

また、事前説明書面を電磁的方法で提供する際の手続は、賃貸人が賃借人に対して、

利用する電磁的方法の種類・内容（上記①～③から選択及びファイルの記録方式）を

示した上で、賃借人から書面又は電磁的方法で承諾を得るものとされています（施行

令第 1 条）。ただし、承諾を得た場合で、賃借人から電磁的方法による提供を受けない

旨の申し出があった場合は、書面での交付となります（施行令第 2 条）。 

 

以上 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

弁護士 松宮浩典 

hironori.matsumiya@oneasia.legal 

 

 

松宮浩典 

弁護士法人 One Asia 東京オフィス パートナー弁護士 

外資系法律事務所において日本国内外の投資ファンドを代理して

不動産を中心とするファイナンス業務に携わった後、日系の法律

事務所において企業間の紛争解決、Ｍ＆Ａをはじめとする企業法

務全般に携わる。 

現在は、日本国内及びアジア・クロスボーダーのＭ＆Ａ、オフィ

スビル、倉庫、ホテル等の大型不動産の取得及び売却に係るファ

イナンス業務や企業間の紛争解決を主たる業務としつつ、多数の

企業の法律顧問又は社外監査役を務め、コーポレート・ガバナン

ス関連業務も担うなど、企業関連の法律業務全般に精通。  
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